
   （総則）

　 （収益的収入及び支出）

第２条　予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収　　入

 第１款

第１項

支　　出

 第１款

第１項

　 （他会計からの補助金）

第３条　水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は90,250千円である。

　　　　令和５年度音更町水道事業会計補正予算（第２号）

第１条　令和５年度音更町水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額

営 業 費 用 874,960 250

水 道 事 業 収 益 1,074,196 250

875,210

水 道 事 業 費 用

計

938,630 938,880250

（単位：千円）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

1,074,446

営 業 収 益 1,031,421 250 1,031,671
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